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◇
令
和
元
年
度
足
立
区

　

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

◇
令
和
元
年
度
足
立
区

　
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

◇
令
和
元
年
度
足
立
区

　

介
護
保
険
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

◇
令
和
元
年
度
足
立
区

　
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　

(

４
会
計
決
算
の
内
容
は
８
面
に
掲
載)

◇
令
和
２
年
度
足
立
区
一
般
会
計
補

　

正
予
算
（
第
９
号
）

　

補
正
額　

７
億
８
千
607
万
７
千
円

　
予
算
総
額　

３
千
794
億
２
千　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

302
万
９
千
円

◇
令
和
２
年
度
足
立
区
国
民
健
康
保

　

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

　

補
正
額　

１
億
１
千
356
万
２
千
円

　
予
算
総
額　

713
億
６
千
955
万
３
千
円

◇
令
和
２
年
度
足
立
区
介
護
保
険
特

　

別
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
）

　

補
正
額　

20
億
２
千
982
万
６
千
円

　
予
算
総
額　

668
億
２
千
452
万
７
千
円

　

（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

　

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
令
和
２
年
度
足
立
区
一
般
会
計
補

　

正
予
算
（
第
10
号
）

　

補
正
額　

５
億
５
千
167
万
４
千
円

　
予
算
総
額　

３
千
799
億
７
千　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

470
万
３
千
円

◇
足
立
区
の
債
権
の
管
理
等
に
関
す

　

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

債
権
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き

　

る
場
合
を
追
加
す
る
も
の

◇
足
立
区
事
務
手
数
料
条
例
の
一
部

　

を
改
正
す
る
条
例

　
　

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

　

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利

　

用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
改
正
に

　

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

ス
ペ
シ
ャ
ル
ク
ラ
イ
フ
コ
ー
ト

　

の
名
称
を
変
更
し
、
使
用
に
関
す

　

る
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
授
産
場
条
例
の
一
部
を
改

　

正
す
る
条
例

　
　

授
産
場
を
段
階
的
に
廃
止
す
る

　

も
の

　

（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
よ
り

　

反
対
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
足
立
区
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

　

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

　

め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
　

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及

　

び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
改
正
に

　

伴
い
、
規
定
を
整
備
す
る
も
の

◇
足
立
区
文
化
・
読
書
・
ス
ポ
ー
ツ

　

推
進
委
員
会
条
例
の
一
部
を
改
正

　

す
る
条
例

◇
訴
え
の
提
起
に
つ
い
て
（
３
件
）

　
　

児
童
手
当
等
過
払
金
及
び
遅
延

　

損
害
金
並
び
に
訴
訟
費
用
を
請
求

　

す
る
も
の

◇
損
害
賠
償
額
の
決
定
に
つ
い
て

　
　

東
和
学
童
保
育
室
の
館
庭
に
お

　

い
て
相
手
方
に
部
品
が
外
れ
た
遊

　

具
を
使
用
さ
せ
た
た
め
、
転
倒
し
、

　

右
上
腕
骨
折
の
傷
害
を
負
わ
せ
た

　

こ
と
に
対
す
る
損
害
賠
償
額（
16
万

　

６
千
810
円
）
の
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ほ
か
１
件

◇
議
決
を
得
た
契
約
の
変
更（
３
件)

　
　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
六
月
外

　

壁
改
修
そ
の
他
工
事
等

◇
放
棄
し
た
債
権
（
10
件)

　
　

信
用
保
証
料
補
助
金
返
還
金
等

◇
令
和
元
年
度
決
算
に
基
づ
く
足
立

　

区
の
健
全
化
判
断
比
率
の
報
告

　
　

実
質
赤
字
比
率　
　
　
　

－
％

　
　

連
結
実
質
赤
字
比
率　
　

－
％

　
　

実
質
公
債
費
比
率　
　

△
3.4
％

　
　

将
来
負
担
比
率　
　
　
　

－
％

　

※

実
質
赤
字
額
又
は
連
結
実
質
赤

　

字
額
が
な
い
場
合
及
び
実
質
公
債

　

費
比
率
又
は
将
来
負
担
比
率
が
算

　

定
さ
れ
な
い
場
合
「
－
」
で
表
示

◇
和
解
に
つ
い
て

　
　

児
童
扶
養
手
当
過
払
金
の
償
還

　

残
額
の
弁
済
に
つ
い
て
和
解
す
る

　

も
の

◇
議
決
を
得
た
契
約
の
変
更

　
　

旧
上
沼
田
中
学
校
解
体
工
事

◇
人
権
擁
護
委
員
候
補
者
の
推
薦

　
　

人
権
擁
護
委
員
候
補
者
と
し
て

　

浅
香
孝
子
氏
、
小
出
康
夫
氏
を
法

　

務
大
臣
へ
推
薦
す
る
た
め
、
区
長

　

か
ら
議
会
の
意
見
を
求
め
ら
れ
、

　

異
議
な
い
も
の
と
答
申
し
ま
し
た
。

◇
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の

　

軽
減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

◇
オ
ウ
ム
真
理
教
（
ア
レ
フ
・
ひ
か

　

り
の
輪
・
山
田
ら
の
集
団
）
に
対

　

す
る
公
安
調
査
庁
に
よ
る
観
察
処

　

分
の
期
間
更
新
を
求
め
る
意
見
書

◇
防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
対
策

　

の
継
続
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　
　
　
　
　
（
意
見
書
全
文
は
別
掲)

◇
白
石
正
輝
議
員
に
対
す
る
問
責
決
議

　
　

白
石
正
輝
議
員
の
９
月
25
日
の

　

本
会
議
発
言
及
び
そ
の
後
の
言
動

　

の
責
を
問
う
決
議
を
求
め
る
も
の

　
（
日
本
共
産
党
足
立
区
議
団
、
足
立

　

区
議
会
議
会
改
革
を
全
力
で
推
し

　

進
め
る
会
、
無
会
派
議
員
よ
り
決

　

議
に
賛
成
の
立
場
か
ら
討
論
あ
り
）

◇
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の

　

軽
減
措
置
の
継
続
に
つ
い
て
意
見

　

書
の
提
出
に
関
す
る
請
願

　

い
ず
れ
も
令
和
２
年
10
月
20
日
に

議
決
し
、
関
係
機
関
に
提
出
し
ま
し
た
。

固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽

減
措
置
の
継
続
を
求
め
る
意
見
書

　

内
閣
府
は
令
和
２
年
９
月
の
月
例

経
済
報
告
に
お
い
て
、
景
気
は
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
に

あ
り
、
企
業
収
益
は
大
幅
な
減
少
が

続
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。

て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
来
年
１

月
に
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
（
ア
レ
フ
・

ひ
か
り
の
輪
・
山
田
ら
の
集
団
）
に

対
す
る
団
体
規
制
法
に
基
づ
く
公
安

調
査
庁
の
観
察
処
分
の
期
間
が
満
了

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

万
が
一
、
こ
の
観
察
処
分
が
更
新

さ
れ
な
け
れ
ば
、オ
ウ
ム
真
理
教
後
継

団
体
の
活
動
内
容
が
一
切
明
ら
か
に

さ
れ
ず
、
区
民
の
不
安
と
恐
怖
は
ま

す
ま
す
高
ま
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
政
府
に

対
し
、
オ
ウ
ム
真
理
教
（
ア
レ
フ
・

ひ
か
り
の
輪
・
山
田
ら
の
集
団
）
を

引
き
続
き
観
察
処
分
と
す
る
こ
と
を

強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
法
務
大
臣
、
公
安
調
査
庁
長
官
、

公
安
審
査
委
員
会
委
員
長
あ
て
）

防
災
・
減
災
・
国
土
強
靭
化
対
策
の

継
続
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

　

近
年
、
世
界
的
な
気
候
変
動
の
影

響
に
よ
り
、
各
国
各
地
で
甚
大
な
被

害
を
被
っ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い

て
も
、
豪
雨
、
暴
風
・
波
浪
に
よ
る

河
川
の
氾
濫
や
土
砂
災
害
な
ど
が
頻

発
し
、
地
震
も
含
め
た
自
然
災
害
の

激
甚
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
甚
大
な
自
然
災
害
に

備
え
、
国
民
の
生
命
・
財
産
を
守
る

防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
は
、
一

層
そ
の
重
要
性
を
増
し
て
お
り
、
喫

緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

国
に
お
い
て
は
、
重
要
イ
ン
フ
ラ

の
緊
急
点
検
や
過
去
の
災
害
か
ら
得

ら
れ
た
知
見
を
踏
ま
え
、
国
土
強
靭

化
を
加
速
化
・
進
化
さ
せ
て
い
く
こ

と
を
目
的
と
し
て
、
平
成
30
年
12
月

に
「
国
土
強
靭
化
基
本
計
画
」
を
改

訂
す
る
と
と
も
に
、
重
点
化
す
べ
き

プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
推
進
す
る
た
め
の

「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た

め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
を
策
定
し
、

令
和
２
年
度
末
ま
で
の
３
年
間
で
集

中
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
状
で
は
過
去

に
例
の
な
い
豪
雨
に
伴
う
河
川
の
氾

濫
や
堤
防
の
決
壊
、
山
間
部
の
土
砂

災
害
等
に
よ
る
被
災
者
は
後
を
絶
た

な
い
。
今
後
も
起
こ
り
う
る
大
規
模

自
然
災
害
の
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
、

迅
速
な
復
旧
復
興
へ
と
つ
な
が
る
よ

う
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
」

に
必
要
な
予
算
の
安
定
的
か
つ
継
続

的
な
確
保
が
必
須
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
防
災
・
減
災
、
国

土
強
靭
化
対
策
の
継
続
・
拡
充
の
た

め
に
、
左
記
事
項
の
実
施
を
強
く
求

め
る
も
の
で
あ
る
。記

１　

令
和
２
年
度
末
ま
で
の「
防
災
・

　

減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め
の
３

　

か
年
緊
急
対
策
」
に
つ
い
て
は
、

　

真
に
自
治
体
や
住
民
に
と
っ
て
必

　

要
と
な
る
対
策
が
講
じ
ら
れ
る
よ

　

う
充
実
・
改
善
し
、
さ
ら
な
る
延

　

長
を
行
う
こ
と
。

２　

地
方
自
治
体
が
国
土
強
靭
化
地

　

域
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
対
策

　

に
必
要
な
予
算
の
総
額
確
保
を
図

　

る
こ
と
。

３　

災
害
復
旧
・
災
害
関
連
予
算
の

　

確
保
や
補
助
対
象
の
拡
大
を
図
る

　

と
と
も
に
、
国
土
強
靭
化
の
た
め

　

の
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た

　

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

（
衆
議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内

閣
総
理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
総
務
大

臣
、
国
土
交
通
大
臣
、
内
閣
官
房
長

官
、
国
土
強
靱
化
担
当
大
臣
、
内
閣

府
特
命
担
当
大
臣
（
防
災
）
あ
て
）

監
査
委
員
選
任
の
同
意

　

監
査
委
員
に
つ
い
て
、
区
長
か
ら

選
任
同
意
が
求
め
ら
れ
、
議
会
は
こ

れ
に
同
意
し
ま
し
た
。

監
査
委
員　
　
　
　
　

綿
谷　

久
司

ン
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
数
多
く
の

凶
悪
な
犯
罪
を
実
行
し
た
団
体
で
あ

り
、「
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ

た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以

下
、「
団
体
規
制
法
」
と
い
う
。
）に

基
づ
き
、
観
察
処
分
を
受
け
て
い
る
。

　

現
在
も
、
後
継
団
体
の「
ア
レ
フ
」、

「
ひ
か
り
の
輪
」、「
山
田
ら
の
集
団
」

が
活
動
を
継
続
し
て
お
り
、
社
会
的

な
不
安
は
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

　

足
立
区
内
に
お
い
て
は
、
ア
レ
フ

の
施
設
が
３
カ
所
存
在
し
て
お
り
、

現
在
も
活
発
に
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

地
域
住
民
は
不
安
と
恐
怖
を
感
じ

て
お
り
、
ア
レ
フ
の
解
散
撤
退
を
求

め
て
、
「
足
立
入
谷
地
域
オ
ウ
ム
真

理
教
（
ア
レ
フ
）
対
策
住
民
協
議
会
」

を
設
立
し
、
一
致
団
結
し
て
反
対
運

動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　

し
か
し
、
地
域
住
民
や
自
治
体
の

力
に
は
限
界
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
も

市
区
町
連
絡
会
等
を
通
じ
オ
ウ
ム
真

理
教
問
題
の
早
期
解
決
に
向
け
た
抜

本
的
な
対
策
を
国
に
対
し
て
要
望
し

　

こ
う
し
た
中
、
東
京
都
が
継
続
実

施
し
て
い
る
「
小
規
模
住
宅
用
地
に

対
す
る
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
」

「
小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減
免
措

置
」
及
び
「
商
業
地
等
に
対
す
る
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
負
担
水

準
の
上
限
引
下
げ
措
置
」
は
、
区
民

の
過
重
な
税
負
担
を
緩
和
し
、
厳
し

い
経
営
環
境
に
あ
る
小
規
模
事
業
者

に
と
っ
て
も
、
経
営
回
復
や
事
業
継

続
へ
の
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
。

　

東
京
都
が
こ
れ
ら
の
軽
減
措
置
を

廃
止
す
れ
ば
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
る
危
機
的
状
況
が
続

く
中
で
、
区
内
小
規
模
事
業
者
の
企

業
経
営
や
区
民
生
活
は
更
に
厳
し
い

も
の
に
な
り
、
地
域
経
済
の
回
復
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
強
く

危
惧
さ
れ
る
。

　

よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
東
京
都

に
対
し
、
左
記
事
項
に
つ
い
て
令
和

３
年
度
以
降
も
継
続
す
る
よ
う
強
く

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

記

１　

小
規
模
住
宅
用
地
に
対
す
る
都

　

市
計
画
税
を
２
分
の
１
と
す
る
軽

　

減
措
置

２　

小
規
模
非
住
宅
用
地
に
対
す
る

　

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
を
２

　

割
減
額
す
る
減
免
措
置　

３　

商
業
地
等
に
お
け
る
固
定
資
産

　

税
・
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
、
負

　

担
水
準
の
上
限
を
65
％
に
引
き
下

　

げ
る
減
額
措
置

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規

定
に
よ
り
、
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　
　
　
　

（
東
京
都
知
事
あ
て
）

オ
ウ
ム
真
理
教
（
ア
レ
フ
・
ひ
か
り

の
輪
・
山
田
ら
の
集
団
）
に
対
す
る

公
安
調
査
庁
に
よ
る
観
察
処
分
の
期

間
更
新
を
求
め
る
意
見
書

　

オ
ウ
ム
真
理
教
は
、
地
下
鉄
サ
リ

議　案　件　名

自民 公明 共産 立民 改革 無
派

無
派

無
派

無
派議

　
決
　
結
　
果

し
ぶ
や
　
竜
　
一

中
島
こ
う
い
ち
ろ
う

へ
ん
み
　
圭
　
二

市
　
川
　
お
さ
と

土
　
屋
　
の
り
こ

長
谷
川
　
た
か
こ

銀
　
川
　
ゆ
い
子

お
ぐ
ら
　
修
　
平

鈴
　
木
　
あ
き
ら

き
た
が
わ
　
秀
和

横
　
田
　
ゆ
　
う

山
　
中
　
ち
え
子

西
の
原
　
え
み
子

は
た
の
　
昭
　
彦

浅
　
子
　
け
い
子

ぬ
か
が
　
和
　
子

水
　
野
　
あ
ゆ
み

石
毛
　
か
ず
あ
き

大
　
竹
　
さ
よ
こ

さ
　
の
　
智
恵
子

吉
　
田
　
こ
う
じ

佐
々
木
ま
さ
ひ
こ

く
ぼ
た
　
美
　
幸

岡
　
安
　
た
か
し

長
井
　
ま
さ
の
り

い
い
く
ら
　
昭
二

た
が
た
　
直
　
昭

小
　
泉
　
ひ
ろ
し

渕
　
上
　
　
　
隆

に
た
な
い
　
　
和

杉
　
本
　
ゆ
　
う

く
じ
ら
い
　
　
実

長
澤
　
こ
う
す
け

伊
藤
　
の
ぶ
ゆ
き

た
　
だ
　
太
　
郎

工
　
藤
　
哲
　
也

鹿
　
浜
　
　
　
昭

か
ね
だ
　
　
　
正

高
山
　
の
ぶ
ゆ
き

渡
辺
　
ひ
で
あ
き

吉
　
岡
　
　
　
茂

古
　
性
　
重
　
則

新
　
井
　
ひ
で
お

せ
ぬ
ま
　
　
　
剛

白
　
石
　
正
　
輝

■意見の分かれた案件（２６件中７件）
―上記以外の案件（19件）は全会一致で可決されました。

※自民…足立区議会自由民主党　公明…足立区議会公明党　共産…日本共産党足立区議団　立民…足立区議会立憲民主党
　                                                　改革…足立区議会議会改革を全力で推し進める会　無派…無会派

○…賛成　　△…継続　　×…反対　　欠…欠席　　産…産休　　育…育休　　介…介護・看護休　　除…除斥　　退…退出
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認定
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可決

可決

否決

令和元年度足立区一般会計歳入歳出決算

令和元年度足立区国民健康保険特別会計歳入歳出決算

令和元年度足立区介護保険特別会計歳入歳出決算

令和元年度足立区後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

令和2年度足立区介護保険特別会計補正予算（第1号）

足立区授産場条例の一部を改正する条例

　　　 白石正輝議員に対する問責決議

※

議
長
は
採
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

議員
提出

▲左から佐々木まさひこ副議長、鹿浜昭議長、和田雅樹公安調査庁長官、たがた直昭区議連会長

オウム真理教　　　　に対する
公安調査庁による観察処分の
期間更新を求める意見書を提出

アレフ・ひかりの輪
・山田らの集団（　　　　　　　　　）

　足立区議会を代表して、鹿浜昭議長、佐々木まさひこ副議長、
たがた直昭足立区議会オウム真理教対策議員連盟会長は、10月
20日に公安調査庁を訪れました。和田雅樹公安調査庁長官に
「オウム真理教（アレフ・ひかりの輪・山田らの集団）に対する
公安調査庁による観察処分の期間更新を求める意見書」を提出し、
意見交換を行いました。
　今後も住民の平穏な生活を守るために、区議会議員一丸となっ
て、オウム真理教問題に向き合っていきます。


